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   ５月の行事予定 

 
 
 
 

曜日 サークル名 活動時間 利用週 会費(円) 

日 
住吉ヨガ同好会 10：00～12：00 第 1・3 

（1 回）

1,000 

madoka ピラティス 16：00～18：00 毎  週 2,000 

火 

ペン習字・すみれ会 10：00～12：00 第 1.2.3 2,000 

住吉太極拳同好会 10：00～12：00 毎 週 ― 

令和Ｆコミ音楽サークル 14：30～16：30 第 1.2.3 500 

フラワーサークルもも 18：00～20：00 第 2・4 1,000 

社交ダンスＢ 18：00～20：00 第 1.2.4 1,000 

住吉バドミントン◎◎ 19：00～21：00 毎 週 
3 ヶ月

2,000 

水 

パッチワークキルト 

サークルＫ                 
10：00～12：00 第 1・3 2,500 

ナツメロひばり会 13：30～15：30 毎 週 500 

リラックス体操 19：30～21：00 第 1.2.3 1,500 

木 

住吉フラダンス 10：00～11：30 毎 週 2,000 

卓 球 Ｂ 13：00～15：00 毎 週 ― 

詩吟・和歌同好会 14：00～16：00 第 1.2.3 ― 

健康体操 16：30～18：30 第 1.2.3 2,500 

守礼鼓響隊エイサー 20：00～22：00 毎 週 ― 

金 

卓 球 Ａ 13：00～15：00 毎 週 ― 

住吉カラオケサークル 19：00～21：00 毎 週 1,２00 

住吉インディアカ◎◎ 19：30～21：30 毎 週 1,000 

土 

健康卓球 10：00～12：00 毎 週 100 

博 勇 会 13：00～15：00 毎 週 3,000 

社交ダンス同好会 15：30～17：30 毎 週 1,200 

卓球 つばさ 19：00～21：00 毎 週 100 

住吉バレーボール◎ 19：00～21：00 毎 週 1,000 

 日 時 内 容 会 場 

５月８日(月) 
1３:３0～ 

にこにこサロン ２階 講堂 

５月 1２日(金)、 

    26 日(金) 
１０:０0～1２:０0 

小さな小さなつみきの
へや 

２階 講堂 

5 月１４日(日) 
 

グラウンドゴルフ大会 
団体戦 
住吉体育振興会主催 

住吉小学校 
第二グラウンド 

５月 すみよし大学開校式  

５月 
サークル代表者会議 
清掃日 

 

 ※5 月行事の開始時刻や詳細については未定ですので 

 公民館だより 5 月号でご確認ください 

住吉公民館だより  ４月号 
令和５年４月１日発行    全世帯配布 

福岡市住吉公民館 福岡市博多区住吉５丁目６－１ 

☎４４１－６９５５  FAX４４１－６９５６ 
メールアドレス sumiyoshi１１＠jcom.home.ne.jp 
ブログアドレス http：//sumiyoshikouminnkann.blogspot.jp/ 
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精華女子高等学校 
 

至渡辺通り方面 

 

 

❝小さな小さなつみきのへや❞ 

 
４月の「小さな小さなつみきのへや」は４月１４日(金)

と４月 2８日(金) 10:00～12:00 に開催します。 

今年度も毎月第２，第４金曜日に開催します。祝日は

お休みです。 

≪にこにこサロン住吉≫ 

 内容は未定です 
 日時 ４月 1０日（月）１３：３０～  

 会場 住吉公民館 ２階 講堂 

主催 住吉社会福祉協議会 

 

精華女子高等学校 

住吉中学校 

住吉小学校 
 

～月 1 回 住吉公民館 臨時休館のお知らせ～ 

☆次に掲げる日について利用の申込がない場合は、臨時

休館します。この日に利用を希望される場合、予定日の

10 日前までに申込をお願いいたします。 
 

◆4 月 29 日（土）◆       8 月       11 日（金） ◆12      月   28 日（木） 

◆5 月     2９日（月）    ◆        9 月      1８日（月）              ◆              1 月              ８日（月） 

◆6 月 30 日（金）  ◆10 月 ９日（月）             ◆             2 月  １１2 日（月） 

 ◆7 月     1７日（月）        ◆11   月 23 日（木）          ◆              3 月    ３1 日（日）                 

 上記の表のとおり、 

 ☆４月１９日（水）までに利用申請がない場合、４月２９日 

  （土・祝）は臨時休館いたします。      

 

 

 

 

 

 
 

～ＧＷ臨時休館のお知らせ～ 
 ☆4 月 23 日(日)までに利用申請がない場合、５月３日・４日・ 

  ５日（GW 期間）は臨時休館します。 

 
 
 
 

令和５年度グループ・サークル紹介 

 ☆入会は随時受け付けております 

   まずは見学においでください 

 ◎◎は住吉小学校体育館。◎は住吉小学校第二グラウンド 

 の体育館で行っているサークル 

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう 

 

 

 

 道路交通法が改正され、４月１日から、自転車利用者のヘルメット

着用が努力義務化されます。 

 自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めな

ければならないことはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメット

をかぶらせるように努めなければなりません。 

 また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘ

ルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。 

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷

を負っています。 

 自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用

しましょう。 

【問合せ先】 防犯・交通安全課 TEL711-4061 


